
・施設名 筑後市北部交流センター

・施設所在地 筑後市大字蔵数５１５番地１

・指定期間

・応募団体

１者

・優先交渉権者 筑後北校区コミュニティ協議会

・選定結果

1

選定基準項目 視　　点

・設置目的に合致した管理運営に係る基本方針の
策定

・市民の平等な施設利用の確保

・利用促進、利用増を図るための具体策

・地域との連携、他施設・関係機関との連携

・サービス向上を図るための具体策

・自主事業の展開

・利用者の要望把握と業務への反映方法

・トラブル・事故の防止、苦情等への対応

・管理運営における安心・安全面からの具体策

・ごみ減量化、省エネ等環境への配慮

・衛生管理体制、感染症対策

・清掃、消毒計画

・責任・指揮命令体制等の職員配置、運営基盤の確
実性

・事故、緊急時の対応

・人材確保の方策

・職員の指導育成・研修体制

・利用者の個人情報の保護対策

・コンプライアンスマネジメント（法令遵守）
・市民の交流に資する施設としての提案の有無。提
案の内容は適切か。
・全体を通して、プレゼンテーター及び補助者より、
指定管理者採択に対する意気込みや熱意、筑後市
に対する愛着が感じられるか。

・募集要項の配付 　９月　１日（月）～１０月１０日（金）

・質問書の受付 　９月１９日（金）～　９月２５日（木）

・質問書の回答期限 　９月３０日（火）

・申請書の受付 　９月　１日（月）～１０月１０日（金）

・選定委員会（企画提案審査会） １０月２０日（月）

・指定管理者候補者の公表 １１月　１日（土）～１１月３０日（日）

【審査結果】

提案内容を募集要項及び指定管理業務の仕様書と照らし合わせた結果、「筑後北校区コミュニティ協議会」を次期指定管
理者候補者として選定する。

筑後市北部交流センター指定管理者候補者の選定結果について

順　　　位

総合点

700点
満点

筑後北校区
コミュニティ
協議会

総合点

443点

市民の平等な利用を確保すること
ができるものであること

施設の効用を最大限に発揮させる
ものであること

管理にかかる経費の縮減が図られ
るものであること

管理を安定して行う物的能力及び
人的能力を有しているか

・収支計画の内容や的確性、実現の可能性など、経
費の縮減に関する方針や工夫

その他

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間）


